
別記様式第１号 
番     号 

年 月 日 
 

申請者（生産者） 

商号、名称及び 

代表者の氏名  

（個人の場合は氏名） 
 

申請者（製造事業者） 

商号、名称及び 

代表者の氏名  

（個人の場合は氏名） 
 

申請者（促進事業者） 

商号、名称及び 

代表者の氏名  

（個人の場合は氏名） 
 

 農林水産大臣  
 

生産製造連携事業計画に係る認定通知書 
 

                                  

  

 令和  年  月  日付けで認定申請のあった生産製造連携事業計画

「（事業名）」については、米穀の新用途への利用の促進に関する法律第４

条第３項の規定に基づき認定する。 



別記様式第２号 
番     号 

年 月 日 
 

 地方農政局長 

 北海道農政事務所長 

 内閣府沖縄総合事務局長  殿 
 
 

 農林水産大臣  
 

 

生産製造連携事業計画に係る認定結果について 

                                  

  
 貴職を通じて認定申請のあった生産製造連携事業計画「（事業名）」につ

いて、別添のとおり認定したので、地域農業再生協議会の代表者に対しその

旨を通知願いたい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【添付書類】 

 生産製造連携事業計画に係る認定通知書及び認定申請書の写し 



別記様式第３号 
番     号 

年 月 日 
 

申請者（生産者） 

商号、名称及び 

代表者の氏名  

（個人の場合は氏名） 
 

申請者（製造事業者） 

商号、名称及び 

代表者の氏名  

（個人の場合は氏名） 
 

申請者（促進事業者） 

商号、名称及び 

代表者の氏名  

（個人の場合は氏名） 
 

 農林水産大臣  
 

生産製造連携事業計画に係る不認定通知書 
 

                                  

  

 令和  年  月  日付けで認定申請のあった生産製造連携事業計画

「（事業名）」については、下記の理由により、認定しないこととする。 
 

記 
 

不認定の理由 



別記様式第４号 
番     号 

年 月 日 
 

地域農業再生協議会の代表者 殿 
 
 

 
地方農政局長       

北海道農政事務所長      

内閣府沖縄総合事務局長  

  
 

生産製造連携事業計画に係る認定結果について 

                                  

  

 （申請者名）から令和  年  月  日付けで認定申請のあった生産製

造連携事業計画「（事業名）」について、別添のとおり認定されたので生産

製造連携事業計画の認定等事務取扱要領（平成２１年８月１４日付け２１総

食第４９７号農林水産省総合食料局長通知）第２の３の規定に基づき通知し

ます。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【添付書類】 

 生産製造連携事業計画に係る認定通知書及び認定申請書の写し 



別記様式第５号 
 

認定生産製造連携事業計画の軽微な変更に係る届出書 
 

 

年  月  日 
 

 農林水産大臣名 殿 
 

                  申請者（生産者） 

住     所 

商号、名称及び 

代表者の氏名   

                   （個人の場合は氏名） 
 

                  申請者（製造事業者） 

住     所 

商号、名称及び 

代表者の氏名   

                   （個人の場合は氏名） 
 

                  申請者（促進事業者） 

住     所 

商号、名称及び 

代表者の氏名   

                   （個人の場合は氏名） 
 

 令和  年  月  日付けで認定を受けた生産製造連携事業計画「（事業

名）」について、下記のとおり変更したいので、米穀の新用途への利用の促進

に関する法律第５条第２項の規定に基づき、届け出ます。 
 

記 
 

１ 軽微な変更の内容 
 

新 旧 
 
 

 
 

 



２ 変更理由 
 

３ 変更日 
 
 
 

（備考） 

 １ 「申請者」には、生産製造連携事業を行う全ての者を記載すること。 

 ２ 変更事項の内容については、変更前と変更後を対比して記載すること。 

 



別記様式第６号 
 番     号 

年 月 日 
 

申請者 
名称及び 

代表者の氏名  
（個人の場合は氏名） 
 

 農林水産大臣  
 

新品種育成計画に係る認定通知書 
 

                                    

 令和  年  月  日付けで認定申請のあった新品種育成計画「（事業名）」

については、米穀の新用途への利用の促進に関する法律第６条第３項の規定に

基づき認定する。 



別記様式第７号 
 番     号 

年 月 日 
 

申請者 
名称及び 

代表者の氏名  
（個人の場合は氏名） 
 

 農林水産大臣  
 

新品種育成計画に係る不認定通知書 
 
 

 令和  年  月  日付けで認定申請のあった新品種育成計画「（事業名）」

については、下記の理由により、認定しないこととする。 
 

記 
 

不認定の理由 



別記様式第８号 
 

認定新品種育成計画の軽微な変更に係る届出書 
 

 

年  月  日 
 

 農林水産大臣名 殿 
 

                申請者 

住 所 

名 称 及 び 

代表者の氏名 

                （個人の場合は氏名） 
 

 令和  年  月  日付けで認定を受けた新品種育成計画「（事業名）」

について、下記のとおり変更したいので、米穀の新用途への利用の促進に関す

る法律第７条第２項の規定に基づき、届け出ます。 
 

記 
 

１ 軽微な変更の内容 
 

新 旧 
 
 

 
 

 

２ 変更理由 
 

３ 変更日 
 
 
 

（備考） 

 １ 「申請者」には、新品種育成事業を行う全ての者を記載すること。 

 ２ 変更事項の内容については、変更前と変更後を対比して記載すること。 

  



別記様式第９号 

                                   年 月 日 

  

  地方農政局長 

  北海道農政事務所長 

  内閣府沖縄総合事務局長   殿 

                         氏 名 

                          住 所 

                                                  電 話 

 

区分管理報告書 

 

 生産製造連携事業計画の認定等事務取扱要領（平成２１年８月１４日付け２１総食第４９７号農

林水産省総合食料局長通知）第４の１の（１）の規定に基づき、下記のとおり報告します。 

 なお、出荷の際は、２に掲げるほ場からの全収穫量を出荷するとともに、他のほ場から生産され

た米を混入して新用途米穀として出荷しないことを誓約します。 

  

記 

 

１ 区分管理の種類 

 (1) 多収性の専用品種を作付ける。（品種名：      ） 

 

 

(2) 多収性の専用品種以外の品種であって主食用米として出荷する品種と異なる品種

を作付ける。（品種名：      ） 

 

 

 

 

 

(3) 主食用米として出荷する品種と同一の品種を作付け、生産段階で主食用米の生産と

差異をつける。 

 (ア)多収に向けた技術や生産資材を用いる。 

 (イ)-① 省力化栽培（②以外）を行う。 

  （具体的内容：                            ） 

 (イ)-② 生産性ないし収量が低いほ場で取り組む。  

（ウ）その他 

  （具体的内容：                            ） 

 ※該当する項目にチェックを付すこと。 

 

 

２ 区分管理を行うほ場の所在・地番と面積 

所在・地番 面積（㎡） 

  

  

  

 



別記様式第１０号
年　　月　　日

　  地域農業再生協議会の代表者
　　地方農政局長
　　北海道農政事務所長
　　内閣府沖縄総合事務局長　　　　　　殿

　生産者
　住　所
　氏　名
　電　話

（玄米㎏） （㎏/10a） (㎡)

※２ ※３ ※４ ※５ ※６ ※７ ※８ ※９ ※１０

計 - - - - - - - -

（※１） 飼料用、米粉用の用途のいずれかを記入し、別葉とすること。
（※２） 通し番号を付すこと。なお、同一の者が、複数の種類、品種の新用途米穀に取り組む場合は、それぞれ別の行に分けて（別の通し番号を付して）記入すること（個人ごとの小計は記入しない）。
（※３） 経営所得安定対策等における「交付申請者管理コード」を記入すること。
（※４） うるち米、もち米のいずれかを記入すること。
（※５） 多収性専用品種で取り組む場合は具体的な品種名を記入し、その他の品種で取組む場合は品種名又は「その他」と記入すること。
（※６） 多収性専用品種を用いる場合は○を付すこと。
（※７） 生産数量目標の面積換算に使用する単収を記入すること。
（※８） 区分管理方式による出荷の場合は「区分」と、一括管理方式による出荷の場合は「一括」と記入すること。
（※９） 生もみ・乾もみ・玄米・精米等、製造事業者等へ引き渡す際の態様を記入すること。（販売契約書の態様と一致すること）
（※10）販売契約数量等（玄米㎏）のうち複数年契約の数量を記入すること（交付対象となる数量とする。）。

（注１） 報告に当たり、電子ファイルも提出すること。
（注２） 電算処理等の理由から上記様式を用いることが困難な場合にあっては、内容の改変を伴わない限り、必要に応じ様式を変更することができるものとする。

令和　年産新用途米穀出荷契約数量等生産者別一覧表

　 生産製造連携事業計画の認定等事務取扱要領（平成２１年８月１４日付け２１総食第４９７号農林水産省総合食料局長通知）第４の１の（２）のアの規定に基づき、新用途米穀販売契約数量、
生産予定面積等を、下記のとおり報告します。

記

種類 品種コード氏名又は
名称

住　所 多収 出荷方式

（地域農業再生協議会名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（用途※１：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

契約数量
のうち複
数年契約
の数量

（玄米㎏）

 販売契約
 数量等

単収
 生産予定

 面積

氏名等 新用途米穀販売契約等の内容

取組番号 態様



別記様式第１１号

　　　　　　　　　年　　月　　日

　　地域農業再生協議会の代表者

　　地方農政局長

　　北海道農政事務所長

　　内閣府沖縄総合事務局長　　　　　殿

　　　　　　氏名又は団体名　　　　　　　　

　　　　　　住　所

　　　　　　電　話

（単位：玄米ｋｇ）

出荷先（※１） 用途（※２） 種類（※３） 出荷計画数量

（※３）うるち米、もち米のいずれかを記入すること。

（注）全国生産出荷団体又は都道府県生産出荷団体に出荷を行う者のみ作成、報告すること。

令和　年産新用途米穀団体間出荷計画数量報告書

記

（※１）全国生産出荷団体又は都道府県生産出荷団体の名称を記入すること。

（※２）飼料用、米粉用の用途のいずれかを記入し、別様とすること。

　生産製造連携事業計画の認定等事務取扱要領（平成２１年８月１４日付け２１総食第４９
７号農林水産省総合食料局長通知）第４の１の（２）のイの規定に基づき、下記のとおり報
告します。



別記様式第１２号

　　　全国生産出荷団体
　　　都道府県生産出荷団体
　　　　住所
　　　　氏名

単位：㎡、㎏（玄米換算）

都道府県 出荷契約者名
（※1）

用途
（※2）

種類
（※3）

生産予定数量 単収
（※4）

生産予定面積
（※5）

計（※6）

※４　生産数量目標の配分に用いた単収とし、複数ある場合は地域（市町村等）の主たる単収を記入すること。

※５　生産予定面積は、生産予定数量を単収（※4）で除したものであること。

※６　県毎に、種類別の小計欄を設けること。

新用途米穀団体間集荷計画報告書

※１　全国生産出荷団体又は都道府県生産出荷団体と出荷契約を行った者別に記入すること。

※２　飼料用、米粉用の用途のいずれかを記入し、別様とすること。

※３　種類欄は、うるち米、もち米別に記入すること。



別記様式第１３号

農林水産大臣名 殿

申請者（生産者）
住     所
商号、名称及び
代表者の氏名       

（個人の場合は氏名）

申請者（製造事業者）
住     所
商号、名称及び
代表者の氏名       

（個人の場合は氏名）

申請者（促進事業者）
住     所
商号、名称及び
代表者の氏名       

（個人の場合は氏名）

認定生産製造連携事業の実施状況に関する報告について

米穀の新用途への利用の促進に関する法律第１６条の規定に基づき、認定生産製

造連携事業の実施状況について、別紙により報告します。



（別紙） 
 

１ 生産製造連携事業の内容 
（１）新用途米穀の安定的な取引関係の状況 

 
          安定的な取引関係の確立を図るための措置 措置の有無 

複数年契約の締結 
作柄状況等により契約数量に変更が生じる場合の措置を付した契約の締結 
新製品又は新技術の共同開発 
相互出資等による取引関係の強化 
その他（                         ） 

 
 

（２）製造事業者の需要に的確に対応した新用途米穀の生産を図るための措置 
  ア 実施した措置内容 

 
 

 イ 新用途米穀の生産状況 
                                                                （単位：ｈａ、ｔ） 

地域 
 

○年目（○年産）の計画 左の計画の始期から翌年3月31日ま

での実績 

左の計画の始期から翌年9月30日ま

での実績 

面積 生産数量 面積 生産数量 面積 生産数量 
          
          
合  計         
 
 

          
       

 
 

  ウ 新用途米穀の集出荷数量及び在庫数量の状況 
（単位：ｔ） 

 
 
 
 

      
 

○年目（○年産）の

計画 

 

左の計画の始期か

ら翌年3月31日まで

の実績 

左の実績に対する翌年

3月31日現在の在庫 

左の計画の始期か

ら翌年9月30日まで

の実績 

左の実績に対する翌

年9月30日現在の在庫 

集出荷数量   （ ）   （ ） 
 
 

   （ ）   （ ） 
   （ ）   （ ） 

 注）在庫について、当該年産の集荷分のほかに前年以前分の在庫がある場合は、（ ）に外数で記入すること。   
 
 
 
 



（３）新用途米穀加工品の製造の高度化を図るための措置 
 ア 実施した措置内容 
 
イ 新用途米穀加工品の製造数量                                                 

（単位：ｔ、千円） 
 ○年目の計画 左の計画における10月1日から

翌年3月31日までの実績 

左の計画における10月1日から

翌年9月30日までの実績 

製造数量    
販売数量    
 パン用 

麺用 

菓子用 

その他 

 

 

 

 

  

売上金額     
注)1 米穀粉については、パン用、麺用、菓子用、その他ごとに販売数量の内訳を記載すること。 

注)2 事業の初年度は、計画の始期からの実績を記入すること。 

   
（４）新用途米穀加工品を原材料とする加工品又は特定畜産物等の製造若しくは生産の高度化

又は需要の開拓を図るための措置 
 ア 実施した措置内容 
 
 イ 新用途米穀加工品を原材料とする加工品又は特定畜産物等の製造状況又は生産状

況 
（単位：ｔ、千円） 

      ○年目の計画 左の計画における10月1日から

翌年3月31日までの実績 

左の計画における10月1日から

翌年9月30日までの実績 

製造数量（生産数量）    
売上金額    
注) 事業の初年度は、計画の始期からの実績を記入すること。 

  
ウ 新用途米穀加工品を原材料とする加工品又は特定畜産物等の販売状況 

（単位：ｔ、千円） 
      ○年目の計画 左の計画における10月1日から

翌年3月31日までの実績 

左の計画における10月1日か

ら翌年9月30日までの実績 

販売数量（生産数量）    
売上金額    

 注) 事業の初年度は、計画の始期からの実績を記入すること。 
 
２ 新用途米穀の適正な流通の確保に関する事項として実施した措置 

 



３ 生産製造連携事業を実施するために必要な資金の調達状況 
（別紙） 
 

４ その他生産製造連携事業の実施に関する重要事項 
 

（備考） 
  

以下の書類を添付すること。 
 
  ① 認定事業者の最近一期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書（これらの書

類がない場合にあっては、最近半年間程度の事業内容の概要を記載した書類） 
 
  ② 新用途米穀の取引状況が把握できる帳簿等の写し 
 
  ③ 新用途米穀の適正流通の確保に関する事項の記載事項を証明する書類 
 
  ④ 製造事業者が新用途米穀加工品を販売する主たる販売先の概要、当該販売先に販

売した数量及び金額並びに販売予定先別の販売予定数量に関する資料（生産製造連

携事業に促進事業者が含まれる場合にあっては、当該促進事業者に販売した数量、

金額及び販売予定数量を含む。） 
 
  ⑤ ３月３１日現在の新用途米穀加工品（米穀粉に限る。）の製造実績数量が、計画

から大幅に減少した場合は、その理由を記載した書類（様式自由）を添付すること。 



（別紙様式） 
生産製造連携事業を実施するために必要な資金の額及びその調達状況 

 
                                                                                                           （単位：千円） 

年度 

 

 

実施者 

 

 

使途項目 

 

 

調 達 先 

補助金・ 

委託費等 

政府系金融

機関 

民間金融 

機関 

株式、社債

等 

自己資金 

 

その他 

 

合計 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
（注１） 認定を受けようとする生産者、製造事業者、促進事業者ごとに作成すること。 
（注２） 農業改良資金を利用した場合には、「その他」の欄に記載すること。 
 
 



別記様式第１４号
年　　月　　日

　　地域農業再生協議会の代表者
　　地方農政局長
　　北海道農政事務所長
　　内閣府沖縄総合事務局長　　　　殿

生産者
住　所
氏　名
電　話

　(用途：　　　　　　　　　　　　　　)

種類 単収

収穫量
補正率

（玄米㎏） （㎏/10a） (㎡) （㎡） （㎏） （玄米㎏） （玄米㎏） （玄米㎏） （玄米㎏）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
※１ ※１ ※１ ※１ ※１ ※１ ※１ ※３ ※４

/

/

計 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

（※１） 別記様式第１０号と整合すること。

（※２） 販売契約数量等を変更する場合は、Ａ～Ｃのいずれかを選択し、必要事項を記入すること。また、作柄変動が生じた場合の補正率は 「作柄表示地帯の単収／作柄表示地帯の平年単収」 を記入し、全収穫量が把握でき

       た場合の変更又は自然災害等により減収した場合の変更を行う場合にあっては、全収穫量や減収量が確認できる書類を添付すること。

（※３） 変更を行わない場合は①を、Ａを選択した場合は①×④と①の間の任意の数値を、Ｂを選択した場合は①－③/⑤×⑥を、Ｃを選択した場合は⑦を記入すること。また、全収穫量が把握できた場合の変更を行った場合に

       おいては変更後の数量を記入すること。

（※４） 30kg換算個単位に調整した際に生ずる端数については、切り上げ又は切り捨てにより整理すること。ただし、切り捨てにより当該者の出荷数量が零となる場合は、切り上げによる端数の整理のみ選択できることとする。

（注１） 報告に当たり、電子ファイルも提出すること。

（注２） 電算処理等の理由から上記様式を用いることが困難な場合にあっては、内容の改変を伴わない限り、必要に応じ様式を変更することができるものとする。

⑧を30㎏換算
個単位に調整
する場合の変
更後出荷契約

等数量

出荷（売渡）
数量氏名又

は名称
コード

Ａ：作柄変動が
生じた場合

Ｂ：自然災害等により減収
Ｃ：区分管理
方式の場合

全ての水稲
作付面積

減収量

令和　年産新用途米穀生産集出荷数量一覧表

　生産製造連携事業計画の認定等事務取扱要領（平成２１年８月１４日付け２１総食第４９７号農林水産省総合食料局長通知）第４の１の（３）のイの規定に基づき、下記
のとおり報告します。

記

（地域農業再生協議会名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

取組
番号

氏名等 当初出
荷契約
等数量

生産
面積

出荷契約数量及び販売契約数量の変更　　※２
変更後出荷
契約等数量



別記様式第１５号 
                                                            

番   号   
年 月 日  

 
 

農林水産省政策統括官 殿 
 
 

 
 地方農政局長 
 北海道農政事務所長 
 内閣府沖縄総合事務局長 

 
 

令和 年産新用途米穀生産集出荷数量一覧表 

 

生産製造連携事業計画の認定等事務取扱要領（平成２１年８月１４日付け２１総食第

４９７号農林水産省総合食料局長通知）第４の１の（３）のイの規定に基づき、下記の

とおり報告します。 

 

記 

 

【都道府県名】                      （単位：玄米 kg） 

 
 

生産者 
 

 
 
  用 途 

 

 
 

種 類 
 

 
当   初 
販売契約等 
数   量 

 
変 更 後 
販売契約等 
数   量 

 
出荷(売渡) 

 
数    量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

都道府県計 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

 

 

 

 

 

 

（注）１ 「用途」欄は、飼料用、米粉用の用途のいずれかを記入すること。 

   ２ 「種類」欄は、うるち米、もち米のいずれかを記入すること。 

３ 「都道府県計」欄は、用途毎に種類別の合計を記載すること。 



別記様式第１６号
年　　月　　日

　　地方農政局長
　　北海道農政事務所長
　　内閣府沖縄総合事務局長　　　　　　殿

生産者
仲介事業者
新用途米穀需要者団体
　住　所
　氏　名

　　（用途：　　　　　　　　）
　　半期（○年○月～○年○月）分

都道府県名 名称 （玄米ｋｇ）

合　　計

（注）　１　電算処理等の理由から上記様式を用いることが困難な場合にあっては、内容の改変を伴わない限

　　　　　り、必要に応じ様式を変更することができるものとする。

　　　　２　委託とう精を行う場合は、「委託とう精業者名」欄に名称を記載すること。

　　　　３  「用途」は、飼料用、米粉用の用途のいずれかを記入すること。

　　　　４　「購入先名」及び「購入数量」欄については、新用途米穀の生産者にあっては記入を要しない。
　　　　５　種類はうるち米・もち米別、態様は籾・玄米・精米・破砕精米等を記入すること。

備考態様
販売先

　　　　６　廃棄した場合（産業廃棄物として処理した場合を含む。）は「備考」欄にその旨と数量を記入すること。
　　　　　　また、廃棄した数量が30㎏を超える場合は廃棄したことが確認できる書類等を添付すること。

販売数量
（実kg）

記

新用途米穀販売実績数量報告書

購入先
名

年産 種類
購入数量
（実ｋｇ）

委託とう
精業者名

 　生産製造連携事業計画の認定等事務取扱要領（平成２１年８月１４日付け２１総食第４９７号農林水産省総合食
料局長通知）第４の１の（３）のウの規定に基づき、下記のとおり報告します。



別記様式第１７号

  　地方農政局長
　　北海道農政事務所長
  　内閣府沖縄総合事務局長     　殿

製造事業者
　　住　所
　　氏　名 　

半期（○年○月～○年○月）分【用途：　　　　　　　　　】

１　新用途米穀の受払状況等

（単位：実㎏）

購入先 数量

① ② ③=①-② ④ ⑤ ⑥ 使途 数量 ⑦=④+⑤-⑥ ③+⑦

合計

（注）

２　「用途」欄は、飼料用、米粉用を記載すること
３　「態様」欄は、籾、玄米、精米、破砕精米等を記載すること。
４　「使途別内訳」欄は、用途が米粉用の場合に、パン用、麺用、菓子用、その他の各使途ごとに数量を記載すること。

１　報告は、新用途米穀として契約し、本年4月以降に未引取分を含めて在庫数量があるもののみを対象とし、半期に一度（４月～９月、
　10月～３月）とすること。

５　廃棄した場合は「備考」欄にその旨と数量を記載すること。また、廃棄した数量が30㎏を超える場合は廃棄したことが確認できる
　書類等を添付すること。

契約数量 取引残
次期への
繰越数量

年　　月　　日

記

契約に対する購入状況 在庫状況

当期使用数量当期購入分
使用残
数量 備考

新用途米穀受払状況等報告書

年産 態様
当期までの
購入数量

　生産製造連携事業計画の認定等事務取扱要領（平成２１年８月１４日付け２１総食第４９７号農林水産省総合食料局長通知）第４の
１の（３）のエの規定に基づき、下記のとおり報告します。

前期からの
繰越数量 使途別内訳



２　新用途米穀使用製品の製造及び出荷の状況

新用途米穀の
使用数量
（実㎏）

（注）　１　「単位」欄は、「箱、袋、㎏、kl」等、当該製品を管理する際の任意の単位を記入する。

　　　　２　「新用途米穀の使用数量」欄は、使用した米穀の数量の大きさに応じて、任意でトン単位、100㎏単位等としてもよい。

　　　　３　当該報告は、半期毎に取りまとめて報告（４～９月分、10～３月分）する。

　　　　４　製造事業者が促進事業者を兼ねる場合は、販売を行う最終製品に係る数量を記入する。

製品製造状況（（a）の単位で記入）

製品出荷数量（（a）
の単位で記入）

（d）
使途 製品名

次期への
繰越量（（a）の
単位で記入）
（b+c-d）

前期からの繰越量
（b）

当期の製造量（c）
単位
（a）



別記様式第１８号 
 番     号 

年 月 日 
 

認定事業者（生産者） 
商号、名称及び 

代表者の氏名  
（個人の場合は氏名） 
 

認定事業者（製造事業者） 

商号、名称及び 
代表者の氏名  

（個人の場合は氏名） 
 

認定事業者（促進事業者） 
商号、名称及び 

代表者の氏名  
（個人の場合は氏名） 
 

 農林水産大臣  
 

認定生産製造連携事業計画の取消しについて 
 

                                    

 令和  年  月  日付け   第   号で認定した生産製造連携事業

計画「（事業名）」については、下記の理由により米穀の新用途への利用の促

進に関する法律第５条第３項の規定に基づき、その認定を取り消すこととする。 
 

記 
 

取消し理由 



別記様式第１９号 
 
 
 農林水産大臣名 殿 
 
 
                    申請者 

住     所 
名 称 及 び 
代表者の氏名    

                   （個人の場合は氏名） 
 
 
 
 

認定新品種育成事業の実施状況に関する報告について 
 

米穀の新用途への利用の促進に関する法律第１６条の規定に基づき、認定新品種育成
事業の実施状況について、別紙により報告します。 

 



（別紙） 
 
１ 新品種育成事業の内容 
（１）新品種育成事業の概要及び実施体制 

 

①新品種育成事業の概要 

 
 

 

②新品種育成事業の実施体制 

 
 

 

 

（２）新品種育成の進捗状況 

 

○年目 番号 実施者 研究開発の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
２ 新品種育成事業を実施するために必要な資金の調達状況 

（別紙） 
 
 
（備考） 
 その他、必要と思われる書類を添付すること。 

 



（別紙様式） 

新品種育成事業を実施するために必要な資金の額及びその調達状況                                                                       

                                                                 （単位：千円） 

年度 

 

 

実施者 

 

 

使途項目 

 

 

調 達 先 

補助金・委

託費等 

政 府 系 金

融機関 

民 間 金 融

機関 

株式、社債

等 

自己資金 

 

 その他  

 

  合計   

 

  備考   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 計         

 



別記様式第２０号 
 番     号 

年 月 日 
 

認定育成事業者 
名 称 及 び 

代表者の氏名 
（個人の場合は氏名）      
 

 農林水産大臣  
 

認定新品種育成計画の取消しについて 
 

                                    

 令和  年  月  日付け   第   号で認定した新品種育成計画

「（事業名）」については、下記の理由により米穀の新用途への利用の促進に

関する法律第７条第３項の規定に基づき、その認定を取り消すこととする。 
 

記 
 

取消し理由 
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